
◎休日、夜間等の急病の場合、受診できる医療機関の問い合わせは、高山地域救急病院案内（　34―3799）へ
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くらしと健康 問合先　健康推進課　　35-3160くらしと健康くらしと健康
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相談名 対象となる方 期　日 受付時間 持ち物 場所

4 カ 月 児 健 診

1 歳 6 カ 月 児 健 診

　 　
2 歳 児 相 談

3 歳 児 健 診

市 民 健 康 相 談

医 科 診 療

歯 科 診 療

小 児 夜 間 診 療

母子健康手帳を受けていない妊婦
出産予定が22年11月の妊婦
出産予定が22年10月の妊婦
出産予定が22年9月の妊婦
出産予定が22年8月の妊婦と夫

育児、食生活、生活習慣病などに
ついての悩みや相談ごとのある方

休日に急に病気になった方

日曜日に歯が痛くなった方
小児のフッ素塗布希望の方

夜間に急に病気になった方

22年
22年
22年
20年
20年
20年
20年
20年
19年
19年

1月21日～
2月 1日～
2月11日～
11月 1日～
11月16日～
5月 1日～
5月11日～
5月21日～
5月 1日～
5月19日～

1月31日生まれ
2月10日生まれ
2月20日生まれ
11月15日生まれ
11月30日生まれ
5月10日生まれ
5月20日生まれ
5月31日生まれ
5月18日生まれ
5月31日生まれ

８・22
7
14
21
28
9
18
23
10
24
11
18
25
16
25

13：15～13：30
13:15～13：30
13:15～13：30
13:15～13：30
  9：15～  9：30

13：00～13：45

12：30～13:30

  9：15～  9：45

12：30～13:30

  9：00～11：00

  8：30～12：00

  8：30～11：30
13：00～14：30

  8：30～11：30

20:00～21:30

妊 娠 証 明 書
母 子 健 康 手 帳
母 子 健 康 手 帳
母 子 健 康 手 帳
母 子 健 康 手 帳
母 子 健 康 手 帳
問 診 票
バ ス タ オ ル

母 子 健 康 手 帳
問 診 票
母子健康手帳・問診票
子ども用フォーク・お手
ふき・歯ブラシ・コップ

母子健康手帳・問診票
尿・歯ブラシ・コップ

乳幼児の相談の方は
母 子 健 康 手 帳

市保健センター内
高山市休日
診療所
　35－3175

毎週月～金
（祝日を除く）
毎週木曜日
（祝日を除く）

６・13
20・27

市保健センター

各支所

久美愛厚生病院内
小児夜間救急診療室　
　32-1115

４・11
18・25

６・13
20・27

健 康 保 険 証
医 療 受 給 者 証
（受給されている方）
フッ素塗布：1,050円
健 康 保 険 証
医 療 受 給 者 証

妊 婦 教 室  
妊 婦 教 室
妊 婦 教 室
妊 婦 教 室  

母 子 健 康 手 帳 交 付
第1回
第2回
第3回
第4回

6月 のこころの健康相談

地 域 相談日 時　間 場　所 内　容

・精神科医による無料
相談です
・予約が必要です

市保健センター

荘川福祉センター
地域活動支援センター

やまびこ

問合先 飛驒保健所　　33-1111（内310）

健診日 健診会場

松之木公民館

千島会館

三福寺研修センター

市民文化会館

2日（水）
3日（木）
4日（金）
10日（木）
11日（金）
16日（水）
17日（木）
18日（金）
22日（火）
23日（水）

高山地域
６月の特定健診会場（高山市国保）

健診日 健診会場
七郷会館
三ツ谷会館

14日（月）
15日（火）

清見地域

健診日 健診会場
一之宮保健センター7日（月）

8日（火）

一之宮地域

健診日 健診会場
平湯公民館

奥飛驒総合文化センター

4日（金）
9日（水）
10日（木）
11日（金）

上宝地域

健診日 健診会場

国府保健センター

金桶集会所

1日（火）
2日（水）
3日（木）
23日（水）
24日（木）

国府地域

健診日 健診会場
荘川体育館
六厩公民館

28日（月）
●29日（火）

荘川地域

健診日 健診会場
大西体育館30日（水）

久々野地域

○受付時間は午前8時30分～10時30分です。（●は午
前8時30分～9時30分）

○肺がん検診や健康診査（40歳未満)も受けられます。
○被用者保険でも受診できる場合がありますので、ご
加入の健康保険にお尋ねください。

高 山

荘 川

国 府

2日（水）

9日（水）

23日（水）

13：30
～15：00

対象医療の拡大　従来インターフェロン治療のみが助成の対象でしたが、B
型肝炎の助成の範囲について核酸アナログ製剤治療が
追加されました。（Ｃ型肝炎は対象となりません）

助成回数の拡大　インターフェロン治療について、一定基準を満たしたもの
に限り、２回目まで助成を受けられるようになりました。

自己負担限度額の減額　市町村民税（所得割）年額に応じて決定される自
己負担限度額について以下のとおりに変更されました。

世帯の市民税（所得割の課税年額）

65,000円未満
65,000円以上235,000円未満

235,000円以上

自己負担限度額（月額）
H22年3月31日まで H22年4月1日以降
10,000円
30,000円
50,000円

10,000円

20,000円

ご自身の治療内容については主治医にご確認ください。

４月１日からB型肝炎・C型肝炎治療費の
医療費助成制度が改正しました

問合先 飛驒保健所　　33-1111（内311）
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